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説明員職氏名
秘書政策課長 外立 健一
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議 題

（１）埼玉県におけるまん延防止等重点措置等の延長に伴う本市

の対応について

結 果

まん延防止等重点措置等の延長に伴い、これまでの対応を継続し

ていくこととした。

事務局職員
秘書政策課長 外立 健一

秘書政策課主事 村山 健太



審議内容の記録（審議経過、結論等）

１ 開会

２ 議事（志木市新型コロナウイルス感染症対策本部員は、本部員と表記する。）

（１）埼玉県におけるまん延防止等重点措置等の延長に伴う本市の対応について

外立秘書政策課長より説明後、意見交換を行った。

令和３年７月８日に開催された埼玉県における新型コロナウイルス対策本部

会議において、緊急事態宣言の発出を要請する段階ではないものの、引き続

き、感染拡大防止対策の徹底が必要な状況であることから、埼玉県におけるま

ん延防止等重点措置等を実施すべき期間を８月２２日まで延長することとな

り、志木市は、引き続き、重点措置区域外に指定された。

また、飲食店等の酒類の提供条件が変更され、「彩の国『新しい生活様式』

安心宣言飲食店＋（プラス）」の認証を受けることが条件となった。

なお、まん延防止等重点措置等の延長に伴い、市内公共施設、イベントの実

施については、これまでの対応を継続することとし、職員に対しては、以下の

２点を周知事項として追加した。

・外出、移動の際は、可能な限りの感染防止対策を講じた上、目的とする場所

以外に立ち寄ることなく直行・直帰を徹底すること。

・県境をまたぐ移動、特に緊急事態措置区域との往来は極力控えること。

（本部員）

酒類の提供は、条件付きで提供可能という認識でよいか。

（説明員）

「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）の認証を受けた飲

食店等であれば、午後８時まで提供可能である。

（本部員）

追加で「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）の認証認定

は行っているのか。



（説明員）

追加の申請があり、認定の手続きを行った。

３ 閉会


